
Ⅳ　蚕糸業務関係年表

年月日 事　　　　　　　　　　項

19.4.4
平成19生糸年度第１四半期実需者輸入に係る農林水産大臣への認定申請限度数量（10,000俵
６月～８月）

19.5.25 平成19生糸年度第１四半期実需者輸入に係る農林水産大臣の認定書交付

19.6.28
平成18生糸年度第２四半期実需者輸入に係る農林水産大臣への認定申請限度数量（8,000俵
９月～11月）

19.8.28 平成19生糸年度第２四半期実需者輸入に係る農林水産大臣の認定書交付

19.10.3
平成19生糸年度第３四半期実需者輸入に係る農林水産大臣への認定申請限度数量（10,000俵
12月～２月）

19.11.16 平成19生糸年度第３四半期実需者輸入に係る農林水産大臣の認定書交付

20.1.15
平成19生糸年度第４四半期実需者輸入に係る農林水産大臣への認定申請限度数量（8,000俵
３月～５月）

20.2.26 平成19生糸年度第４四半期実需者輸入に係る農林水産大臣の認定書交付

20.4.11 生糸の輸入に係る調整等に関する法律を廃止する法律の公布・施行（蚕糸関係業務廃止）


